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(57)【要約】
【課題】モアレによる画像品位の低下を抑制する効果を
犠牲にすることなく、視差による画像品位の低下を抑制
できる液晶モジュールを提供する。
【解決手段】液晶モジュール２は、バックライト３０と
、一対の第１の透明基板１１を有する第１の液晶パネル
１０と、バックライト３０及び第１の液晶パネル１０の
間に配置され、一対の第２の透明基板２１を有する第２
の液晶パネル２０と、第１の液晶パネル１０及び第２の
液晶パネル２０の間に配置された拡散シート４０とを備
え、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０に
近い方の第１の透明基板１１の厚さは、一対の第２の透
明基板２１のうち拡散シート４０に近い方の第２の透明
基板２１の厚さよりも薄い。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックライトに対向して配置される液晶モジュールであって、
　一対の第１の透明基板を有する第１の液晶パネルと、
　前記バックライト及び前記第１の液晶パネルの間に配置され、一対の第２の透明基板を
有する第２の液晶パネルと、
　前記第１の液晶パネル及び前記第２の液晶パネルの間に配置された拡散シートとを備え
、
　前記一対の第１の透明基板のうち前記拡散シートに近い方の第１の透明基板の厚さは、
前記一対の第２の透明基板のうち前記拡散シートに近い方の第２の透明基板の厚さよりも
薄い、
　液晶モジュール。
【請求項２】
　前記一対の第１の透明基板のうち前記拡散シートに近い方の第１の透明基板の厚さは、
前記一対の第２の透明基板のうち前記拡散シートに近い方の第２の透明基板の厚さの５／
７以下である、
　請求項１に記載の液晶モジュール。
【請求項３】
　前記第１の液晶パネルは、前記一対の第１の透明基板の間に配置され、かつ、マトリク
ス状の複数の第１の開口部が形成された第１のブラックマトリクスを有し、
　前記第２の液晶パネルは、前記一対の第２の透明基板の間に配置され、かつ、マトリク
ス状の複数の第２開口部が形成された第２のブラックマトリクスを有し、
　前記拡散シートは、前記第１のブラックマトリクス及び前記第２のブラックマトリクス
のうち前記第１のブラックマトリクス寄りに配置されている、
　請求項１又は２に記載の液晶モジュール。
【請求項４】
　前記拡散シートは、第１の拡散シート及び第２の拡散シートを有し、
　前記第１の拡散シートは、前記第１の液晶パネルに貼り合わされており、
　前記第２の拡散シートは、前記第２の液晶パネルに貼り合わされている、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶モジュール。
【請求項５】
　前記第１の拡散シートの厚さは、前記第２の拡散シートの厚さよりも薄い、
　請求項４に記載の液晶モジュール。
【請求項６】
　前記第１の拡散シートの拡散度は、前記第２の拡散シートの拡散度よりも大きい、
　請求項４又は５に記載の液晶モジュール。
【請求項７】
　前記一対の第１の透明基板のうち前記拡散シートから遠い方の第１の透明基板と、前記
一対の第２の透明基板のうち前記拡散シートに近い方の第２の透明基板と、前記一対の第
２の透明基板のうち前記拡散シートから遠い方の第２の透明基板とは、厚さが略同一であ
る、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の液晶モジュール。
【請求項８】
　さらに、
　前記一対の第１の透明基板を挟むように配置され、かつ、偏光方向が互いに直交するよ
うに配置された一対の第１の偏光板と、
　前記一対の第２の透明基板を挟むように配置され、かつ、偏光方向が互いに直交するよ
うに配置された一対の第２の偏光板とを備え、
　前記一対の第１の偏光板のうち前記拡散シートに近い方の第１の偏光板の厚さは、前記
一対の第２の偏光板のうち前記拡散シートに近い方の第２の偏光板の厚さよりも薄い、
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　請求項１～７のいずれか１項に記載の液晶モジュール。
【請求項９】
　前記一対の第１の偏光板のうち前記拡散シートから遠い方の第１の偏光板の一方側の面
には、位相差板が貼り合わされている、
　請求項８に記載の液晶モジュール。
【請求項１０】
　前記第１の液晶パネルは、カラー画像を表示し、
　前記第２の液晶パネルは、モノクロ画像を表示する、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の液晶モジュール。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の液晶モジュールと、
　バックライトとを備える、
　液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、液晶モジュール及び液晶表示装置に関し、特に、重ね合わせた複数の液晶パ
ネルによって構成された液晶モジュールを用いて画像表示を行う液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルを用いた液晶表示装置は、低消費電力で画像を表示することができるため、
テレビ又はモニタ等のディスプレイ等として利用されている。しかしながら、液晶表示装
置は、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置と比べてコント
ラスト比が低い。
【０００３】
　そこで、複数の液晶パネルを重ね合わせることで、有機ＥＬ表示装置に匹敵する又はそ
れ以上のコントラスト比で画像を表示することができる液晶表示装置が提案されている。
例えば、特許文献１には、カラー画像を表示する第１の液晶パネルとモノクロ画像を表示
する第２の液晶パネルとを重ね合わせることで、コントラスト比を向上させることができ
る画像表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００７／０４０１２７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、複数の液晶パネルを重ね合わせると、モアレが発生して画像品位が低下
するという課題がある。このため、特許文献１に開示された液晶表示装置では、第１の液
晶パネルと第２の液晶パネルとの間に光拡散層（拡散シート）を挿入している。これによ
り、モアレによって画像品位が低下することを抑制できる。
【０００６】
　一方、複数の液晶パネルを重ね合わせると、視差が発生して画像品位が低下する。視差
による画像品位の低下を抑制するには、複数の液晶パネルの間隔を狭くすることが考えら
れる。
【０００７】
　しかしながら、単に複数の液晶パネルの間隔を狭くすると、拡散シートの挿入によるモ
アレの抑制効果が低下する。つまり、モアレによる画像品位の低下を抑制することと、視
差による画像品位の低下を抑制することとは、トレードオフの関係にある。
【０００８】
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　本開示は、このような課題を解決するためになされたものであり、モアレの抑制効果を
犠牲にすることなく、視差による画像品位の低下を抑制できる液晶モジュール及び液晶表
示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本開示に係る液晶モジュールの一態様は、バックライトに
対向して配置される液晶モジュールであって、一対の第１の透明基板を有する第１の液晶
パネルと、前記バックライト及び前記第１の液晶パネルの間に配置され、一対の第２の透
明基板を有する第２の液晶パネルと、前記第１の液晶パネル及び前記第２の液晶パネルの
間に配置された拡散シートとを備え、前記一対の第１の透明基板のうち前記拡散シートに
近い方の第１の透明基板の厚さは、前記一対の第２の透明基板のうち前記拡散シートに近
い方の第２の透明基板の厚さよりも薄い。
【００１０】
　また、本開示に係る液晶表示装置の一態様は、上記液晶モジュールの一態様と、バック
ライトとを備える。
【発明の効果】
【００１１】
　モアレの抑制効果を犠牲にすることなく、視差による画像品位の低下を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態に係る液晶表示装置の概略構成を模式的に示す図である。
【図２】実施の形態に係る液晶表示装置の断面構成を模式的に示す図である。
【図３】実施の形態に係る液晶表示装置の拡大断面図である。
【図４】拡散シートによるモアレの抑制効果を説明するための図である。
【図５】比較例に係る液晶表示装置の拡大断面図である。
【図６】２つの液晶パネルを重ねることで生じる視差の影響を説明するための図である。
【図７】実施の形態に係る液晶表示装置１のモアレの抑制効果を説明するための図である
。
【図８】変形例１に係る液晶表示装置の拡大断面図である。
【図９】変形例２に係る液晶表示装置の拡大断面図である。
【図１０】変形例３に係る液晶表示装置の拡大断面図である。
【図１１】変形例４に係る液晶表示装置の拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本開示の実施の形態について説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、い
ずれも本開示の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示
される、数値、形状、材料、構成要素、及び、構成要素の配置位置や接続形態などは、一
例であって本開示を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素
のうち、本開示の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、
任意の構成要素として説明される。
【００１４】
　各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、各図にお
いて縮尺等は必ずしも一致していない。また、各図において、実質的に同一の構成に対し
ては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。なお、本明細書にお
いて、「略」又は「約」とは、製造誤差や寸法公差を含むという意味である。
【００１５】
　（実施の形態）
　［液晶表示装置の概略構成］
　まず、実施の形態に係る液晶表示装置１の概略構成について、図１及び図２を用いて説
明する。図１は、実施の形態に係る液晶表示装置１の概略構成を模式的に示す図である。
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図２は、同液晶表示装置１の断面構成を模式的に示す図である。なお、図１及び図２に示
される矢印は、バックライト３０から出射する光を模式的に示している。
【００１６】
　図１及び図２に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置１は、静止画像又は動画
像の画像（映像）を表示するための画像表示装置の一例であって、液晶モジュール２と、
バックライト３０とを備える。液晶モジュール２は、第１の液晶パネル１０と、第２の液
晶パネル２０と、拡散シート４０とを備える。つまり、液晶表示装置１全体としては、第
１の液晶パネル１０と、第２の液晶パネル２０と、バックライト３０と、拡散シート４０
とを備える。液晶表示装置１において、第１の液晶パネル１０、拡散シート４０、第２の
液晶パネル２０及びバックライト３０は、第１の液晶パネル１０からバックライト３０に
向かって、この順で配置されている。
【００１７】
　第１の液晶パネル１０は、メインパネルであって、ユーザが視認する画像を表示する。
本実施の形態において、第１の液晶パネル１０は、カラー画像を表示する。第１の液晶パ
ネル１０は、第２の液晶パネル２０の前面側に配置される。
【００１８】
　第２の液晶パネル２０は、第１の液晶パネル１０の背面側に配置されるサブパネルであ
る。第２の液晶パネル２０は、第１の液晶パネル１０に表示されるカラー画像に対応した
画像のモノクロ画像を、そのカラー画像に同期させて表示する。第２の液晶パネル２０は
、バックライト３０及び第１の液晶パネル１０の間に配置される。
【００１９】
　第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０は、画像が表示される画像表示領域と
して、マトリクス状に配列された複数の画素を有する。第１の液晶パネル１０の画素数と
第２の液晶パネル２０の画素数とは同じでなくてもよいが、メインパネルである第１の液
晶パネル１０の方が画素数が多いとよい。また、第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パ
ネル２０の駆動方式は、例えばＩＰＳ（Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式で
あるが、これに限るものではなく、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式
又はＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）方式等であってもよい。
【００２０】
　バックライト３０は、第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０に向けて光を照
射する。バックライト３０は、均一な散乱光（拡散光）を照射する面光源である。バック
ライト３０は、第２の液晶パネル２０の背面側に配置される。バックライト３０は、例え
ば、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を光源とするＬＥＤバックラ
イトであるが、これに限るものではない。また、本実施の形態において、バックライト３
０は、直下型であるが、エッジ型であってもよい。なお、バックライト３０は、光源から
の光を拡散させるために拡散板（拡散シート）等の光学部材を有する。
【００２１】
　拡散シート４０は、第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０の間に配置された
光学部材である。拡散シート４０は、入射した光を拡散（散乱）させる光拡散層として機
能する。したがって、第２の液晶パネル２０から拡散シート４０に入射した光は、拡散シ
ート４０で拡散されて拡散シート４０を透過し、第１の液晶パネル１０に入射する。拡散
シート４０は、例えば、樹脂材料に反射性微粒子が分散された樹脂シートであるが、これ
に限るものではなく、微小凹凸構造等によって光を拡散させるものであってもよい。
【００２２】
　なお、図示しないが、第１の液晶パネル１０、拡散シート４０及び第２の液晶パネル２
０は互いに貼り合わされて、バックライト３０とともに、金属製又は樹脂製の保持部材（
筐体、フレーム又はシャーシ）に保持される。また、第１の液晶パネル１０及び第２の液
晶パネル２０には、フレキシブル基板を介してドライバ基板が接続されている。
【００２３】
　このように、本実施の形態に係る液晶表示装置１では、第１の液晶パネル１０及び第２
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の液晶パネル２０の２つの液晶パネルを重ね合わせて画像を表示しているので、黒を引き
締めることができる。これにより、高コントラスト比の画像を表示することができる。ま
た、液晶表示装置１は、例えばＨＤＲ（Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）対応テ
レビであり、バックライト３０として、ローカルディミング対応の直下型ＬＥＤバックラ
イトを用いている。したがって、高コントラスト比かつ高画質のカラー画像を表示するこ
とができる。
【００２４】
　［液晶表示装置の詳細構成］
　次に、図３を用いて、液晶表示装置１の詳細な構成を説明する。図３は、実施の形態に
係る液晶表示装置１の拡大断面図である。図３は、図２の破線で囲まれる領域IIIを拡大
して示している。
【００２５】
　まず、第１の液晶パネル１０について説明する。図３に示すように、第１の液晶パネル
１０は、一対の第１の透明基板１１と、第１の液晶層１２と、一対の第１の偏光板１３と
を有する。
【００２６】
　一対の第１の透明基板１１の各々は、例えばガラス基板であり、互いに対面するように
配置されている。本実施の形態において、一対の第１の透明基板１１のうち第２の液晶パ
ネル２０側の位置する第１の透明基板１１がＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉ
ｓｔｏｒ）等を形成するためのＴＦＴ基板である第１のＴＦＴ基板１１ａであり、一対の
第１の透明基板１１のうち第２の液晶パネル２０側とは反対側に位置する第１の透明基板
１１が第１の対向基板１１ｂである。
【００２７】
　第１のＴＦＴ基板１１ａの第１の液晶層１２側の面には、ＴＦＴ又は配線等が設けられ
たＴＦＴ層１４（第１のＴＦＴ層）が形成されている。また、ＴＦＴ層１４の平坦化層上
には、第１の液晶層１２に電圧を印加するための画素電極が形成されている。本実施の形
態では第１の液晶パネル１０がＩＰＳ方式により駆動されるので、第１のＴＦＴ基板１１
ａには、画素電極だけではなく、対向電極も形成されている。ＴＦＴ、画素電極及び対向
電極等は、画素ごとに形成されている。また、画素電極及び対向電極を覆うように配向膜
が形成されている。
【００２８】
　第１の対向基板１１ｂは、カラーフィルタ１５ｂが形成されたカラーフィルタ基板（Ｃ
Ｆ基板）であり、第１の対向基板１１ｂの第１の液晶層１２側の面には、第１のブラック
マトリクス１５ａ及びカラーフィルタ１５ｂを有する画素形成層１５（第１の画素形成層
）が形成されている。
【００２９】
　画素形成層１５は、一対の第１の透明基板１１の間に配置されている。つまり、第１の
ブラックマトリクス１５ａ及びカラーフィルタ１５ｂは、一対の第１の透明基板１１の間
に配置されている。
【００３０】
　第１のブラックマトリクス１５ａには、画素を構成するマトリクス状の複数の第１の開
口部１５ａ１が形成されている。つまり、複数の第１の開口部１５ａ１の各々は、複数の
画素の各々に対応している。第１のブラックマトリクス１５ａは、例えば、各第１の開口
部１５ａ１の平面視形状が矩形状となるように、格子状に形成されている。
【００３１】
　カラーフィルタ１５ｂは、第１のブラックマトリクス１５ａの第１の開口部１５ａ１の
内部に形成されている。カラーフィルタ１５ｂは、例えば、赤色用のカラーフィルタ、緑
色用のカラーフィルタ、及び、青色用のカラーフィルタによって構成されている。各色の
カラーフィルタは、各画素に対応している。
【００３２】
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　なお、画素形成層１５を覆うようにオーバーコート層が形成されている。さらに、オー
バーコート層の表面（第１の液晶層１２側の面）には配向膜が形成されている。
【００３３】
　第１の液晶層１２は、一対の第１の透明基板１１の間に封止されている。具体的には、
第１のＴＦＴ基板１１ａに形成された配向膜と第１の対向基板１１ｂに形成された配向膜
との間に封止されている。第１の液晶層１２の液晶材料は、駆動方式に応じて適宜選択す
ることができる。第１の液晶層１２の厚さは、例えば、２．５μｍ～６μｍであるが、こ
れに限るものではない。一例として、第１の液晶層１２の厚さは、３．４μｍである。
【００３４】
　一対の第１の偏光板１３は、樹脂材料からなるシート状の偏光フィルムであり、一対の
第１の透明基板１１を挟むように配置されている。具体的には、一対の第１の偏光板１３
のうちの一方が第１のＴＦＴ基板１１ａの外面（第１の液晶層１２側とは反対側の面）に
貼り合わされており、一対の第１の偏光板１３のうちの他方が第１の対向基板１１ｂの外
面（第１の液晶層１２側とは反対側の面）に貼り合わされている。また、一対の第１の偏
光板１３は、偏光方向が互いに直交するように配置されている。つまり、一対の第１の偏
光板１３は、クロスニコルで配置されている。
【００３５】
　本実施の形態において、一対の第１の偏光板１３のうち拡散シート４０から遠い方の第
１の偏光板１３（つまり、第１の対向基板１１ｂに貼り合わされた方の第１の偏光板１３
）の一方側の面には、位相差板（位相差フィルム）が貼り合わされている。なお、位相差
板は、第１の偏光板１３と第１の対向基板１１ｂとの間以外の場所に設けられていてもよ
い。例えば、第２の液晶パネル２０の一対の第２の偏光板２３のうち拡散シート４０から
遠い方の第２の偏光板２３（つまり、第２の対向基板２１ｂに貼り合わされた方の第２の
偏光板２３）の一方側の面に、位相差板が貼り合わされていてもよい。また、第１の偏光
板１３及び第２の偏光板２３の両方に貼り合わされていてもよい。
【００３６】
　一対の第１の偏光板１３の各々の厚さは、例えば、０．０５ｍｍ～０．５ｍｍであるが
、これに限るものではない。一例として、第１の偏光板１３の厚さは、いずれも０．２ｍ
ｍである。また、本実施の形態では、第１の対向基板１１ｂに貼り合わされた方の第１の
偏光板１３（厚さ０．２ｍｍ）には、厚さ０．１ｍｍの位相差板が貼り合わされている。
【００３７】
　次に、第２の液晶パネル２０について説明する。第２の液晶パネル２０は、一対の第２
の透明基板２１と、第２の液晶層２２と、一対の第２の偏光板２３とを有する。
【００３８】
　一対の第２の透明基板２１の各々は、例えばガラス基板であり、互いに対面するように
配置されている。本実施の形態において、一対の第２の透明基板２１のうちバックライト
３０側に位置する第２の透明基板２１が第２のＴＦＴ基板２１ａであり、一対の第２の透
明基板２１のうち第１の液晶パネル１０側に位置する第２の透明基板２１が第２の対向基
板２１ｂである。
【００３９】
　第２のＴＦＴ基板２１ａは、第１の液晶パネル１０の第１のＴＦＴ基板１１ａと同様の
構成である。したがって、第２のＴＦＴ基板２１ａの第２の液晶層２２側の面にはＴＦＴ
層２４（第２のＴＦＴ層）が形成されており、ＴＦＴ層２４の平坦化層上には画素ごとに
画素電極及び対向電極が形成されている。また、画素電極及び対向電極を覆うように配向
膜が形成されている。
【００４０】
　第２の対向基板２１ｂの第２の液晶層２２側の面には、第２のブラックマトリクス２５
ａを有する画素形成層２５（第２の画素形成層）が形成されている。画素形成層２５は、
一対の第２の透明基板２１の間に配置されている。つまり、第２のブラックマトリクス２
５ａは、一対の第２の透明基板２１の間に配置されている。
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【００４１】
　第２のブラックマトリクス２５ａには、画素を構成するマトリクス状の複数の第２の開
口部２５ａ１が形成されている。つまり、複数の第２の開口部２５ａ１の各々は、複数の
画素の各々に対応している。第２のブラックマトリクス２５ａは、例えば、各第２の開口
部２５ａ１の平面視形状が矩形状となるように、格子状に形成されている。
【００４２】
　なお、画素形成層２５を覆うようにオーバーコート層が形成されている。さらに、オー
バーコート層の表面（第２の液晶層２２側の面）には配向膜が形成されている。また、本
実施の形態において、第２の液晶パネル２０はモノクロ画像を表示するので、第２の対向
基板２１ｂには、カラーフィルタが形成されていない。したがって、複数の第２の開口部
２５ａ１の内部には、オーバーコート層が形成されている。
【００４３】
　第２の液晶層２２は、一対の第２の透明基板２１の間に封止されている。具体的には、
第２のＴＦＴ基板２１ａに形成された配向膜と第２の対向基板２１ｂに形成された配向膜
との間に封止されている。第２の液晶層２２の液晶材料は、駆動方式に応じて適宜選択す
ることができる。第２の液晶層２２の厚さは、例えば、２．５μｍ～６μｍであるが、こ
れに限るものではない。一例として、第２の液晶層２２の厚さは、３．４μｍである。
【００４４】
　一対の第２の偏光板２３は、樹脂材料からなるシート状の偏光フィルムであり、一対の
第２の透明基板２１を挟むように配置されている。具体的には、一対の第２の偏光板２３
のうちの一方が第２のＴＦＴ基板２１ａの外面（第２の液晶層２２側とは反対側の面）に
貼り合わされており、一対の第２の偏光板２３のうちの他方が第２の対向基板２１ｂの外
面（第２の液晶層２２側とは反対側の面）に貼り合わされている。また、一対の第２の偏
光板２３は、偏光方向が互いに直交するように配置されている。つまり、一対の第２の偏
光板２３は、クロスニコルで配置されている。
【００４５】
　なお、一対の第２の偏光板２３の各々の厚さは、例えば、０．０５ｍｍ～０．５ｍｍで
あるが、これに限るものではない。本実施の形態において、第２の偏光板２３の厚さは、
いずれも０．２ｍｍである。
【００４６】
　拡散シート４０は、上記のように、第１の液晶パネル１０と第２の液晶パネル２０との
間に配置されている。具体的には、拡散シート４０は、第１の液晶パネル１０の第１の透
明基板１１と第２の液晶パネル２０の第２の透明基板２１との間に配置されている。より
具体的には、拡散シート４０は、第１の液晶パネル１０の第１のＴＦＴ基板１１ａと第２
の液晶パネル２０の第２の対向基板２１ｂとの間に配置されている。
【００４７】
　拡散シート４０は、第１の液晶パネル１０（第１の透明基板１１）及び第２の液晶パネ
ル２０（第２の透明基板２１）に貼り合わされている。この場合、拡散シート４０は、光
学粘着シート（ＯＣＡ：Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｌｅａｒ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ）等の接着
剤によって第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０に接着されていてもよいし、
拡散シート４０そのものが接着性を有する場合は、拡散シート４０が第１の液晶パネル１
０及び第２の液晶パネル２０の各々に直接接着されていてもよい。
【００４８】
　なお、拡散シート４０の厚さは、例えば、０．１５ｍｍ～０．６ｍｍであるが、これに
限るものではない。一例として、拡散シート４０の厚さは、０．３ｍｍである。
【００４９】
　そして、このように構成される液晶表示装置１では、一対の第１の透明基板１１のうち
拡散シート４０に近い方の第１の透明基板１１（本実施の形態では、第１のＴＦＴ基板１
１ａ）の厚さが、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シート４０に近い方の第２の透明
基板２１（本実施の形態では、第２の対向基板２１ｂ）の厚さよりも薄くなっている。つ



(9) JP 2018-18043 A 2018.2.1

10

20

30

40

50

まり、重ね合わせた第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０における一対の第１
の透明基板１１及び一対の第２の透明基板２１の４つの透明基板のうち、拡散シート４０
を挟む内側の２つの透明基板について、第１の液晶パネル１０の透明基板である第１の透
明基板１１の厚さの方が、第２の液晶パネル２０の透明基板である第２の透明基板２１の
厚さよりも相対的に薄くなっている。
【００５０】
　この場合、図３に示すように、一対の第１の透明基板１１において、第１のＴＦＴ基板
１１ａの厚さをｔ１１ａとし、第１の対向基板１１ｂの厚さをｔ１１ｂとし、また、一対
の第２の透明基板２１において、第２のＴＦＴ基板２１ａの厚さをｔ２１ａとし、第２の
対向基板２１ｂの厚さをｔ２１ｂとすると、少なくともｔ１１ａ＜ｔ２１ｂの関係を満た
している。一例として、ｔ１１ａ＝０．５ｍｍ、ｔ１１ｂ＝０．７ｍｍ、ｔ２１ａ＝０．
７ｍｍ、ｔ２１ｂ＝０．７ｍｍである。
【００５１】
　さらに、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０に近い方の第１の透明基板１
１（本実施の形態では、第１のＴＦＴ基板１１ａ）の厚さは、一対の第２の透明基板２１
のうち拡散シート４０に近い方の第２の透明基板２１（本実施の形態では、第２の対向基
板２１ｂ）の厚さの略１／２以下であるとよい。この場合、一例として、ｔ１１ａ＝０．
３ｍｍ、ｔ１１ｂ＝０．７ｍｍ、ｔ２１ａ＝０．７ｍｍ、ｔ２１ｂ＝０．７ｍｍである。
【００５２】
　また、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０から遠い方の第１の透明基板１
１（本実施の形態では、第１の対向基板１１ｂ）と、一対の第２の透明基板２１のうち拡
散シート４０に近い方の第２の透明基板２１（本実施の形態では、第２の対向基板２１ｂ
）と、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シート４０から遠い方の第２の透明基板２１
（本実施の形態では、第２のＴＦＴ基板２１ａ）とは、厚さが略同一となっている。つま
り、ｔ１１ｂ＝ｔ２１ａ＝ｔ２１ｂである。
【００５３】
　なお、ｔ１１ａ、ｔ１１ｂ、ｔ２１ａ、ｔ２１ｂの値は、０．３ｍｍ、０．５ｍｍ、０
．７ｍｍの中から任意に選択することができる。また、ｔ１１ａ、ｔ１１ｂ、ｔ２１ａ、
ｔ２１ｂの値は、これらの数値に限定されるものではなく、第１の透明基板１１及び第２
の透明基板２１がガラス基板である場合、０．２ｍｍ以上であれば、任意の値（例えば、
０．４ｍｍ、１．０ｍｍ等）を適宜変更することができる。なお、第１の透明基板１１及
び第２の透明基板２１がガラス基板である場合、厚さが０．２ｍｍ未満になると、ガラス
基板が割れやすくなり、製造時等のハンドリングが難しくなる。
【００５４】
　また、一対の第１の透明基板１１及び一対の第２の透明基板２１の厚さについては、一
定の厚さの透明基板を薄く加工することで所定の厚さに調整してもよいし、薄くする加工
を施すことなく基板成形時当初からの厚さであってもよい。なお、透明基板としてガラス
基板を用いて薄く加工する場合、ガラス基板をフッ酸に浸漬してエッチングすることでガ
ラス基板を薄くすることができる。具体的には、厚さ０．７ｍｍのガラス基板をフッ酸で
エッチングすることで、０．５ｍｍ、０．３ｍｍ等の厚さにまで薄くすることができる。
【００５５】
　［液晶表示装置の作用等］
　次に、本実施の形態に係る液晶表示装置１の作用について、本開示の技術を得るに至っ
た経緯も含めて、図４～図６を用いて説明する。図４は、拡散シート４０によるモアレの
抑制効果を説明するための図である。図５は、比較例に係る液晶表示装置１００の拡大断
面図である。図６は、２つの液晶パネルを重ねることで生じる視差の影響を説明するため
の図である。
【００５６】
　図４の（ａ）に示すように、カラー画像を表示する第１の液晶パネル１１０とモノクロ
画像を表示する第２の液晶パネル２０とを重ね合わせると、モアレが発生する。つまり、
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第２の液晶パネル２０の画素を形成する格子状の第２のブラックマトリクス２５ａの上に
、第１の液晶パネル１１０の画素を形成する格子状の第１のブラックマトリクス１５ａが
存在すると、画素ピッチに依存する明暗模様（モアレ縞）が発生する。これにより、第１
の液晶パネル１１０に表示される画像の品位が低下する。
【００５７】
　そこで、図４の（ｂ）に示すように、第１の液晶パネル１１０と第２の液晶パネル２０
との間に拡散シート４０を挿入することが考えられる。これにより、第２の液晶パネル２
０から出射する光を拡散シート４０によって拡散（散乱）させることができる。すなわち
、拡散シート４０と第２のブラックマトリクス２５ａとの間において光を空間的に混ぜる
ことができる。この結果、モアレの発生を抑制することができる。つまり、モアレによる
画像品位の低下を抑制することができる。
【００５８】
　具体的には、図５に示すような構造の液晶表示装置１００が考えられる。図５に示すよ
うに、比較例に係る液晶表示装置１００は、第１の液晶パネル１１０と、第２の液晶パネ
ル２０と、バックライト３０と、拡散シート４０とを備える。
【００５９】
　第１の液晶パネル１１０は、一対の第１の透明基板１１１と、第１の液晶層１２と、一
対の第１の偏光板１３とを有する。一対の第１の透明基板１１１は、第１のＴＦＴ基板１
１１ａと第１の対向基板１１１ｂとによって構成されている。第１のＴＦＴ基板１１１ａ
には、ＴＦＴ層１４が形成され、第１の対向基板１１１ｂには、第１のブラックマトリク
ス１５ａ及びカラーフィルタ１５ｂを有する画素形成層１５が形成されている。
【００６０】
　なお、図５における、第２の液晶パネル２０、バックライト３０及び拡散シート４０は
、図３における、第２の液晶パネル２０、バックライト３０及び拡散シート４０と同様の
構成である。
【００６１】
　図５に示される液晶表示装置１００において、４枚のガラス基板は全て同じ厚さである
。つまり、第１のＴＦＴ基板１１１ａ、第１の対向基板１１１ｂ、第２のＴＦＴ基板２１
ａ、及び、第２の対向基板２１ｂの厚さは、同じであり、例えば０．７ｍｍである。した
がって、図５に示される液晶表示装置１００と図３に示される液晶表示装置１とでは、第
１のＴＦＴ基板１１１ａ（図５）の厚さと第１のＴＦＴ基板１１ａ（図３）の厚さのみが
異なっている。
【００６２】
　このように、図５に示される液晶表示装置１００によれば、第１の液晶パネル１１０と
第２の液晶パネル２０との間に拡散シート４０が設けられているので、拡散シート４０を
設けない場合と比べて、モアレによる画像品位の低下を抑制することができる。
【００６３】
　しかしながら、複数の液晶パネルを重ね合わせると、視差が発生して画像品位が低下す
るという課題がある。例えば、視差の影響によって、画像を斜めから見た場合に輝度が低
下したり、画像が二重に見えたりする。
【００６４】
　ここで、図６を用いて、第１の液晶パネル１１０及び第２の液晶パネル２０の２つの液
晶パネルを重ねることで生じる視差の影響を説明する。
【００６５】
　図６の（ａ）に示すように、第１の液晶パネル１１０と第２の液晶パネル２０との間隔
を広くすると、小さな角度θで視差が生じるが、図６の（ｂ）に示すように、第１の液晶
パネル１１０と第２の液晶パネル２０との間隔を狭くすると、比較的に大きな角度θまで
視差が生じない。
【００６６】
　このような視差は、第１の液晶パネル１１０の第１のブラックマトリクス１５ａ及び第
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２の液晶パネル２０の第２のブラックマトリクス２５ａが影響していると考えられる。具
体的には、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブラックマトリクス２５ａとの距離
Ｌが視差に影響していると考えられる。
【００６７】
　したがって、図６の（ａ）に示すように、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブ
ラックマトリクス２５ａとの距離Ｌが比較的に大きい場合には、小さな角度θで視差が生
じるが、図６の（ｂ）に示すように、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブラック
マトリクス２５ａとの距離Ｌが小さい場合には、比較的に大きな角度θまで視差が生じな
い。
【００６８】
　このように、第１の液晶パネル１１０と第２の液晶パネル２０との間隔を狭くして第１
のブラックマトリクス１５ａと第２のブラックマトリクス２５ａとの距離Ｌを小さくする
ことで、視差による画像品位の低下を抑制することができる。
【００６９】
　しかしながら、第１の液晶パネル１１０（第１のブラックマトリクス１５ａ）と第２の
液晶パネル２０（第２のブラックマトリクス２５ａ）の間隔を単に狭くしてしまうと、拡
散シート４０の挿入によるモアレの抑制効果が低下する。
【００７０】
　例えば、４つのガラス基板（一対の第１の透明基板１１１、一対の第２の透明基板２１
）を全て薄くしたり、第１のブラックマトリクス１５ａ及び第２のブラックマトリクス２
５ａの間にある２つのガラス基板（第１のＴＦＴ基板１１１ａ、第２の対向基板２１ｂ）
を薄くしたりして、第１のブラックマトリクス１５ａ及び第２のブラックマトリクス２５
ａの間隔を狭くすると、拡散シート４０の挿入によるモアレの抑制効果が低下する。
【００７１】
　本開示の技術は、このような知見に基づいてなされたものであり、本願発明者らが鋭意
検討した結果、第１のＴＦＴ基板１１１ａ及び第２の対向基板２１ｂのうち第１のＴＦＴ
基板１１１ａの厚さを薄くすることで、モアレの抑制効果を犠牲にすることなく、視差に
よる画像品位の低下を抑制できることを見出した。
【００７２】
　特に、本願発明者らは、メインパネルである第１の液晶パネル１０の第１のブラックマ
トリクス１５ａとサブパネルである第２の液晶パネル２０の第２のブラックマトリクス２
５ａとの間に着目し、図３に示すように、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブラ
ックマトリクス２５ａとの間に存在する２つの透明基板のうち、第１の液晶パネル１０の
透明基板の厚さを第２の液晶パネル２０の透明基板の厚さよりも相対的に薄くすることを
考えた。
【００７３】
　すなわち、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０に近い方の第１の透明基板
１１（第１のＴＦＴ基板１１ａ）の厚さを、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シート
４０に近い方の第２の透明基板２１（第２の対向基板２１ｂ）の厚さよりも薄くしている
。
【００７４】
　このように構成することで、第１のＴＦＴ基板１１ａ及び第２の対向基板２１ｂの両方
を薄くする場合と比べて、モアレの抑制効果が低下してしまうことを抑制することができ
る。つまり、拡散シート４０の挿入によるモアレの抑制効果を維持することができる。
【００７５】
　しかも、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０に近い方の第１の透明基板１
１（第１のＴＦＴ基板１１ａ）の厚さを、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シート４
０に近い方の第２の透明基板２１（第２の対向基板２１ｂ）の厚さよりも薄くすることで
、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブラックマトリクス２５ａとの距離を小さく
することができる。これにより、視差による画像品位の低下を抑制することができる。
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【００７６】
　また、本実施の形態における液晶表示装置１では、拡散シート４０が、第１のブラック
マトリクス１５ａ及び第２のブラックマトリクス２５ａのうち第１のブラックマトリクス
１５ａ寄りに配置されている。つまり、拡散シート４０が、第１のブラックマトリクス１
５ａ及び第２のブラックマトリクス２５ａの間の中心と第１のブラックマトリクス１５ａ
との間に位置しており、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブラックマトリクス２
５ａとの間の距離の半分よりも第１のブラックマトリクス１５ａ側に配置されている。
【００７７】
　これにより、モアレをより効果的に抑制することができる。この点について、図７を用
いて説明する。図７は、実施の形態に係る液晶表示装置１のモアレの抑制効果を説明する
ための図である。
【００７８】
　図７の（ａ）に示すように、拡散シート４０が、第１のブラックマトリクス１５ａ及び
第２のブラックマトリクス２５ａのうち第２のブラックマトリクス２５ａ寄りに配置され
ていると、拡散シート４０と第２のブラックマトリクス２５ａとの間隔が狭くなるので、
空間的に光を混ぜる効果が小さくなってしまう。このため、モアレの抑制効果が小さくな
り、モアレが残る場合がある。すなわち、拡散シート４０と第２のブラックマトリクス２
５ａとの間隔が狭い場合、第２のブラックマトリクス２５ａの開口部２５ａ１を透過した
光が十分に拡がる前に拡散シート４０に入射してしまうため、拡散シート４０に、光が相
対的に多く入射する領域と、光が相対的に少なく入射する領域と、が繰り返し生じてしま
い、拡散シート４０に明暗のパターンが残ってしまう。このため、第１の液晶パネル１０
の第１のブラックマトリクス１５ａを介して拡散シート４０を観察した際に、拡散シート
４０の明暗のパターンに起因するモアレが認識されてしまいやすい。
【００７９】
　これに対して、図７の（ｂ）に示すように、拡散シート４０が、第１のブラックマトリ
クス１５ａ及び第２のブラックマトリクス２５ａのうち第１のブラックマトリクス１５ａ
寄りに配置されていると、拡散シート４０と第２のブラックマトリクス２５ａとの間隔が
広くなるので、空間的に光を混ぜる効果が大きくなる。これにより、モアレの抑制効果を
大きくすることができるので、モアレを効果的に抑制することができる。すなわち、拡散
シート４０と第２のブラックマトリクス２５ａとの間隔が広い場合、第２のブラックマト
リクス２５ａの開口部２５ａ１を透過した光が十分に拡がった後に拡散シート４０に入射
するため、拡散シート４０で第２のブラックマトリクス２５ａの開口部２５ａ１を透過し
た光が十分に空間的に混ざり合う。このため、拡散シート４０に明暗のパターンがほとん
ど生じず、モアレを効果的に抑制することができる。
【００８０】
　［まとめ］
　以上説明したように、本実施の形態における液晶モジュール２は、バックライト３０に
対向して配置されており、一対の第１の透明基板１１を有する第１の液晶パネル１０と、
バックライト３０及び第１の液晶パネル１０の間に配置され、一対の第２の透明基板２１
を有する第２の液晶パネル２０と、第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０の間
に配置された拡散シート４０とを備えている。
【００８１】
　そして、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０に近い方の第１の透明基板１
１の厚さが、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シート４０に近い方の第２の透明基板
２１の厚さよりも薄くなっている。具体的には、第１の液晶パネル１０の第１のＴＦＴ基
板１１ａの厚さが、第２の液晶パネル２０の第２の対向基板２１ｂの厚さよりも薄くなっ
ている。
【００８２】
　これにより、モアレの抑制効果を維持しつつ、視差による画像品位の低下を抑制するこ
とができる。つまり、モアレの抑制効果を犠牲にすることなく、視差による画像品位の低
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下を抑制できる。このように、本実施の形態における液晶モジュール２によれば、モアレ
による画像品位の低下の抑制と視差による画像品位の低下の抑制との両立を図ることがで
きる。
【００８３】
　しかも、第１のＴＦＴ基板１１ａ及び第２の対向基板２１ｂのうち第２の対向基板２１
ｂが第１のＴＦＴ基板１１ａに対して相対的に厚くなるので、第２の液晶パネル２０によ
って機械的強度が確保することができる。これにより、第１のＴＦＴ基板１１ａを薄くし
たとしても、液晶モジュール２の機械的強度を維持することができる。また、第１のＴＦ
Ｔ基板１１ａのみを薄く加工すればよく、第２の対向基板２１ｂを薄く加工する必要がな
いので、製造コストが高くなることを抑制できる。さらに、第２の対向基板２１ｂの厚さ
を相対的に厚くしておくことで、バックライト３０からの熱に対する熱対策できるという
効果も得られる。
【００８４】
　また、本実施の形態における液晶モジュール２において、一対の第１の透明基板１１の
うち拡散シート４０に近い方の第１の透明基板１１（第１のＴＦＴ基板１１ａ）の厚さは
、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シート４０に近い方の第２の透明基板２１（第２
の対向基板２１ｂ）の厚さの５／７以下であるとよい。
【００８５】
　これにより、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０に近い方の第１の透明基
板１１（第１のＴＦＴ基板１１ａ）の厚さが、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シー
ト４０に近い方の第２の透明基板２１（第２の対向基板２１ｂ）の厚さの５／７を超える
場合と比べて、視差による画像品位の低下を一層効果的に抑制することができる。このよ
うな傾向をより強化する観点から、一対の第１の透明基板１１のうち拡散シート４０に近
い方の第１の透明基板１１（第１のＴＦＴ基板１１ａ）の厚さは、一対の第２の透明基板
２１のうち拡散シート４０に近い方の第２の透明基板２１（第２の対向基板２１ｂ）の厚
さの略１／２以下であってもよい。
【００８６】
　また、本実施の形態における液晶モジュール２において、拡散シート４０は、第１のブ
ラックマトリクス１５ａ及び第２のブラックマトリクス２５ａのうち第１のブラックマト
リクス１５ａ寄りに配置されている。
【００８７】
　これにより、より効果的にモアレを抑制することができる。したがって、モアレを発生
させることなく、視差による画像品位の低下を抑制することができるので、高品位の画像
表示が可能となる。
【００８８】
　また、本実施の形態における液晶モジュール２において、一対の第１の透明基板１１の
うち拡散シート４０から遠い方の第１の透明基板１１（第１の対向基板１１ｂ）と、一対
の第２の透明基板２１のうち拡散シート４０に近い方の第２の透明基板２１（第２の対向
基板２１ｂ）と、一対の第２の透明基板２１のうち拡散シート４０から遠い方の第２の透
明基板２１（第２のＴＦＴ基板２１ａ）とは、厚さが略同一である。
【００８９】
　これにより、液晶モジュール２における４つの透明基板（第１のＴＦＴ基板１１ａ、第
１の対向基板１１ｂ、第２のＴＦＴ基板２１ａ、第２の対向基板２１ｂ）のうち、１つの
透明基板（第１のＴＦＴ基板１１ａ）のみの厚さが薄くなる。したがって、モアレを抑制
でき、かつ、視差の影響のない画像を表示できる液晶モジュール２を低コストで製造する
ことができる。
【００９０】
　また、本実施の形態における液晶モジュール２において、一対の第１の偏光板１３のう
ち拡散シート４０から遠い方の第１の偏光板１３の一方側の面には、位相差板が貼り合わ
されている。
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【００９１】
　このように、位相差板を設けることで、一対の第１の偏光板１３による偏光成分に位相
差（光路差）をつけて入射偏光の状態を変えることができる。これにより、第２の液晶パ
ネル２０から第１の液晶パネル１０に入射する光のうち斜め方向に進む光の透過を抑制で
きるので、ハローの発生を抑制することができる。特に、拡散シート４０から遠い方の第
１の偏光板１３と第１の対向基板１１ｂとの間に位相差板を挿入することで、より斜め方
向の視差を低減することができる。
【００９２】
　また、本実施の形態における液晶モジュール２において、第１の液晶パネル１０は、カ
ラー画像を表示し、第２の液晶パネル２０は、モノクロ画像を表示する。
【００９３】
　これにより、モノクロ画像の重ね合わせによってカラー画像の黒を引き締めることがで
きるので、高コントラスト比のカラー画像を表示することができる。
【００９４】
　また、本実施の形態における液晶表示装置１は、液晶モジュール２と、液晶モジュール
２に対向して配置されたバックライト３０とを備える。
【００９５】
　これにより、モアレの抑制効果を維持しつつ、視差による画像品位の低下を抑制するこ
とができる液晶表示装置を実現できる。
【００９６】
　（変形例１）
　図８は、変形例１に係る液晶表示装置１Ａの拡大断面図である。本変形例における液晶
表示装置１Ａは、上記実施の形態と同様に、液晶モジュール２Ａとバックライト３０とを
備える。
【００９７】
　本変形例に係る液晶表示装置１Ａは、上記実施の形態に係る液晶表示装置１において、
拡散シート４０を複数枚で構成したものである。
【００９８】
　具体的には、図８に示すように、本変形例に係る液晶表示装置１Ａでは、拡散シート４
０Ａが第１の拡散シート４１及び第２の拡散シート４２の２層構造を有する。なお、それ
以外の構成は、上記実施の形態に係る液晶表示装置１と同じである。
【００９９】
　本変形例において、第１の拡散シート４１は、第１の液晶パネル１０に貼り合わされて
いる。具体的には、第１の拡散シート４１は、第１の液晶パネル１０の第１の透明基板１
１（第１のＴＦＴ基板１１ａ）に貼り合わされている。
【０１００】
　一方、第２の拡散シート４２は、第２の液晶パネル２０に貼り合わされている。具体的
には、第２の拡散シート４２は、第２の液晶パネル２０の第２の透明基板２１（第２の対
向基板２１ｂ）に貼り合わされている。
【０１０１】
　拡散シート４０Ａの第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０への貼り合わせは
、次のようにして行うことができる。例えば、第１の拡散シート４１を第１の液晶パネル
１０に予め貼り合わせておくとともに、第２の拡散シート４２を第２の液晶パネル２０に
予め貼り合わせておく。その後、第１の拡散シート４１と第２の拡散シート４２とを、光
学粘着シート等の接着剤によって貼り合わせることで、第１の液晶パネル１０と第２の液
晶パネル２０の間に拡散シート４０Ａが挿入された液晶表示装置１Ａを製造することがで
きる。
【０１０２】
　このように、拡散シート４０Ａを複数に分けて第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パ
ネルに予め貼り付けることで、第１の液晶パネル１０と第２の液晶パネル２０との間に拡
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散シート４０Ａを有する液晶表示装置１Ａを容易に製造することができる。
【０１０３】
　なお、先に第１の拡散シート４１及び第２の拡散シート４２を第１の液晶パネル１０及
び第２の液晶パネル２０に貼り合わせるのではなく、第１の拡散シート４１と第２の拡散
シート４２とを先に貼り合わせて拡散シート４０Ａを作製してから、実施の形態１と同様
にして、拡散シート４０Ａを第１の液晶パネル１０及び第２の液晶パネル２０に貼り合わ
せてもよい。
【０１０４】
　また、本変形例では、第１の液晶パネル１０側に位置する第１の拡散シート４１の厚さ
を、第２の液晶パネル２０側に位置する第２の拡散シート４２の厚さよりも薄くしている
。
【０１０５】
　これにより、より効果的にモアレを抑制しつつ、視差による画像品位の低下を抑制する
ことができる。この点について、以下に説明する。
【０１０６】
　例えば、第１の拡散シート４１及び第２の拡散シート４２の厚さが同じである場合に、
視差による画像品位の低下のさらに抑制するために拡散シート４０Ａの厚さを薄くする際
、仮に第１の拡散シート４１及び第２の拡散シート４２のうち第２の拡散シート４２の方
を薄くすると、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブラックマトリクス２５ａとの
間において、拡散シート４０Ａは相対的に第２のブラックマトリクス２５ａ寄りに位置す
ることになる。これに対して、本変形例にように、第１の拡散シート４１及び第２の拡散
シート４２のうち第１の拡散シート４１の方を薄くすると、第１のブラックマトリクス１
５ａと第２のブラックマトリクス２５ａとの間において、拡散シート４０Ａは相対的に第
１のブラックマトリクス１５ａ寄りに位置することになる。これにより、図７で説明した
ように、空間的に光を混ぜる効果を大きくすることが可能となるので、モアレを効果的に
抑制することができる。したがって、より効果的にモアレを抑制しつつ、視差による画像
品位の低下を抑制することができる。
【０１０７】
　また、本変形例において、第１の拡散シート４１の拡散度は、第２の拡散シート４２の
拡散度よりも大きい方がよい。これにより、第１の液晶パネル１０に近い方の第１の拡散
シート４１のヘイズ値が、第２の液晶パネル２０に近い方の第２の拡散シート４２のヘイ
ズ値よりも大きくなる。
【０１０８】
　これにより、モアレの抑制効果を大きくすることができる。したがって、より効果的に
モアレを抑制しつつ、視差による画像品位の低下を抑制することができる。
【０１０９】
　第１の拡散シート４１及び第２の拡散シート４２の拡散度は、第１の拡散シート４１及
び第２の拡散シート４２に含まれる反射性微粒子の濃度（密度）を変更したり、第１の拡
散シート４１及び第２の拡散シート４２の厚さを変更したりすることで調整できる。後者
の場合、第１の拡散シート４１の厚さを厚くすること拡散度を大きくできるが、上記のよ
うに、第１の拡散シート４１の厚さは薄い方がよいので、反射性微粒子の濃度を大きくす
ることで、第１の拡散シート４１の拡散度を大きくする方がよい。
【０１１０】
　なお、本変形例において、拡散シート４０Ａは、２層としたが、３層以上であってもよ
い。また、本変形例では、第１の拡散シート４１と第２の拡散シート４２との間に接着層
を形成したが、第１の拡散シート４１と第２の拡散シート４２との間は空気層であっても
よい。
【０１１１】
　（変形例２）
　図９は、変形例２に係る液晶表示装置１Ｂの拡大断面図である。本変形例における液晶
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表示装置１Ｂは、上記実施の形態と同様に、液晶モジュール２Ｂとバックライト３０とを
備える。
【０１１２】
　本変形例に係る液晶表示装置１Ｂは、上記実施の形態に係る液晶表示装置１において、
第１の液晶パネル１０の一対の第１の偏光板１３のうち拡散シート４０に近い方の第１の
偏光板１３の厚さを、第２の液晶パネル２０の一対の第２の偏光板２３のうち拡散シート
４０に近い方の第２の偏光板２３の厚さよりも薄くしている。
【０１１３】
　本変形例でも、上記実施の形態における液晶表示装置１と同様の効果を奏することがで
きる。すなわち、モアレの抑制効果を犠牲にすることなく、視差による画像品位の低下を
抑制できる等の効果を奏することができる。
【０１１４】
　特に、本変形例では、拡散シート４０を挟む第１の偏光板１３及び第２の偏光板２３の
うち第１の偏光板１３の方の厚さを薄くしている。これにより、第１のブラックマトリク
ス１５ａと第２のブラックマトリクス２５ａとの間の距離を維持したたま、第１のブラッ
クマトリクス１５ａと第２のブラックマトリクス２５ａとの間における拡散シート４０の
位置を第１のブラックマトリクス１５ａ寄りに位置させることができる。これにより、図
７で説明したように、拡散シート４０と第２のブラックマトリクス２５ａとの間隔を広く
することができるので、空間的に光を混ぜる効果が大きくなる。したがって、上記実施の
形態における液晶表示装置１と比べて、モアレを抑制する効果を大きくすることができる
。
【０１１５】
　（変形例３）
　図１０は、変形例３に係る液晶表示装置１Ｃの拡大断面図である。本変形例における液
晶表示装置１Ｃは、上記実施の形態と同様に、液晶モジュール２Ｃとバックライト３０と
を備える。
【０１１６】
　本変形例に係る液晶表示装置１Ｃは、上記実施の形態に係る液晶表示装置１において、
第２の液晶パネル２０を上下反転させた構成となっている。
【０１１７】
　具体的には、図１０に示すように、本変形例に係る液晶表示装置１Ｃでは、拡散シート
４０側（第１の液晶パネル１０側）に第２のＴＦＴ基板２１ａが位置するように配置され
、バックライト３０側に第２の対向基板２１ｂが位置するように、一対の第２の透明基板
２１が配置されている。
【０１１８】
　本変形例でも、上記実施の形態における液晶表示装置１と同様の効果を奏することがで
きる。すなわち、モアレの抑制効果を犠牲にすることなく、視差による画像品位の低下を
抑制できる等の効果を奏することができる。
【０１１９】
　特に、本変形例では、上記実施の形態における液晶表示装置１と比べて、第２のブラッ
クマトリクス２５ａが形成された第２の対向基板２１ｂが拡散シート４０から遠ざかって
おり、拡散シート４０と第２のブラックマトリクス２５ａとの間隔が広くなっている。こ
れにより、図７で説明したように、空間的に光を混ぜる効果が大きくなるので、上記実施
の形態における液晶表示装置１と比べて、モアレを抑制する効果を大きくすることができ
る。
【０１２０】
　（変形例４）
　図１１は、変形例４に係る液晶表示装置１Ｄの拡大断面図である。本変形例における液
晶表示装置１Ｄは、上記実施の形態と同様に、液晶モジュール２Ｄとバックライト３０と
を備える。
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【０１２１】
　本変形例に係る液晶表示装置１Ｄは、上記実施の形態に係る液晶表示装置１において、
第１の液晶パネル１０の画素形成層１５が第１のＴＦＴ基板１１ａに形成されている。つ
まり、第１の液晶パネル１０がＣＦオンアレイとなっている。
【０１２２】
　具体的には、図１１に示すように、本変形例に係る液晶表示装置１Ｄでは、画素形成層
１５（第１のブラックマトリクス１５ａ、カラーフィルタ１５ｂ）が、第１のＴＦＴ基板
１１ａのＴＦＴ層１４の上に形成されている。つまり、カラーフィルタ（ＣＦ）がＴＦＴ
アレイ基板に形成されたＣＦオンアレイ構造である。
【０１２３】
　本変形例でも、上記実施の形態における液晶表示装置１と同様の効果を奏することがで
きる。すなわち、モアレの抑制効果を犠牲にすることなく、視差による画像品位の低下を
抑制できる等の効果を奏することができる。
【０１２４】
　特に、本変形例では、第１の液晶パネル１０がＣＦオンアレイ構造であるので、上記実
施の形態における液晶表示装置１と比べて、第１のブラックマトリクス１５ａが第２の液
晶パネル２０に近づいた構成となり、第１のブラックマトリクス１５ａと第２のブラック
マトリクス２５ａとの間隔が狭くなっている。これにより、図６で説明したように、視差
の影響を軽減できるので、上記実施の形態における液晶表示装置１と比べて、より効果的
に視差による画像品位の低下を抑制することができる。
【０１２５】
　（その他変形例等）
　以上、本開示に係る液晶表示装置について、実施の形態及び変形例に基づいて説明した
が、本開示は、上記実施の形態及び変形例に限定されるものではない。
【０１２６】
　例えば、上記実施の形態及び変形例では、第１の透明基板１１及び第２の透明基板２１
は、ガラス基板としたが、これに限らず、透明樹脂基板等であってもよい。
【０１２７】
　その他、上記実施の形態及び変形例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られ
る形態や、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態及び変形例における構成要素及び
機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。
【符号の説明】
【０１２８】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ　液晶表示装置
　２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ　液晶モジュール
　１０　第１の液晶パネル
　１１　第１の透明基板
　１１ａ　第１のＴＦＴ基板
　１１ｂ　第１の対向基板
　１２　第１の液晶層
　１３　第１の偏光板
　１４　ＴＦＴ層
　１５　画素形成層
　１５ａ　第１のブラックマトリクス
　１５ａ１　第１の開口部
　１５ｂ　カラーフィルタ
　２０　第２の液晶パネル
　２１　第２の透明基板
　２１ａ　第２のＴＦＴ基板
　２１ｂ　第２の対向基板
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　２２　第２の液晶層
　２３　第２の偏光板
　２４　ＴＦＴ層
　２５　画素形成層
　２５ａ　第２のブラックマトリクス
　２５ａ１　第２の開口部
　３０　バックライト
　４０、４０Ａ　拡散シート
　４１　第１の拡散シート
　４２　第２の拡散シート

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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